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第１ 募集の目的

吉野川市民プラザは、スポーツ施設棟である「吉野川市アリーナ」と、会議室や図書館等

が入る「吉野川市民センター」から構成される複合施設であり、市民のスポーツ及びレクリ

エーション、文化、教育、地域経済の振興や市民の交流促進を目的として整備された施設と

なる。また、吉野川市多目的グラウンドは、公共施設として県内初の人工芝を採用した施設

であり、夜間照明も完備し、年間を通じて利用可能な施設となっている。

吉野川市教育委員会（以下「教育委員会」という。）では、吉野川市民プラザ（吉野川市

アリーナ、吉野川市民センターに供する業務等）及び吉野川市多目的グラウンド（以下「当

該施設」という。）の管理運営について、多様化する市民ニーズに効果的、効率的に対応す

るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び吉野川市民プラ

ザ条例（以下「条例」という。）第１８条の規定に基づき、令和２年度から「指定管理制度」

を導入している。

本募集要項は、現指定管理者の指定期間が令和４年度末をもって満了することに伴って、

令和５年度以降の指定管理者を公募型プロポーザル方式により選定するために定めたもので

ある。両施設の指定管理者の応募に当たっては、本募集要項に記載している条件等を十分確

認のうえ応募すること。

第２ 施設の概要

①吉野川市民プラザ（愛称：日本フネン市民プラザ）
ア．所在地 吉野川市鴨島町鴨島２５２番地１

イ．施設構造等

総称 構成施設名称 構造 延床面積

吉野川市アリーナ 鉄骨造２階建5,953.27㎡

吉野川市民プラザ（愛称：日本フネンアリーナ）

吉野川市民センター 鉄骨造５階建5,197.20㎡

（愛称：日本フネン市民センター）

ウ．施設内容

吉野川市アリーナ ・メインアリーナ、サブアリーナ、トレーニング室

大会本部室、多目的室、ツドイニワ等

吉野川市民センター ・カルチャーギャラリー、多目的室大・中・他９室

事務室、和室、調理室、吉野川市立鴨島図書館

吉野川市コワーキング・シェアオフィス（Ki-Da）

子育て支援センター（ちびっこプラザ）、吉野川市

ポケットパーク等

・その他、吉野川市社会福祉協議会及び総合型地域

スポーツクラブ（おえっこ）事務所スペースがある。

エ．利用時間 午前９時～午後１０時

オ．休館日 年末年始（１２月２８日～翌年１月３日）

②吉野川市多目的グラウンド（愛称：ヨコタ上桜スポーツグラウンド）
ア．所在地 吉野川市川島町桒村字新池尻６０７番地２３

イ．敷地面積 約24,600㎡
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ウ．施設内容 人工芝グラウンド、夜間照明設備、倉庫等

エ．利用時間 午前９時～午後９時

オ．休館日 年中無休

第３ 業務の範囲等

当該施設は、市民の健康増進と生涯学習活動の拠点として位置づけられる施設であり、市

民が広く利用する公の施設であることを十分に認識し、利用者にとって快適な施設としての

環境づくりや利用促進を目指すとともに、日常的・定期的に必要な保守及び点検を行うこと

により最良の状態を維持し、利用者に不快感を与えないように努めるものとする。

１ 管理の基準

①施設の設置目的に則した管理運営を行うこと。
②公の施設であることを常に念頭に置いて、利用者への奉仕及び公平なサービスの提供
に努め、特定の団体等に有利又は不利になる運営をしないこと。

③利用者が快適に施設を利用できるよう適正な管理運営を行うとともに、効果的かつ効
率的な管理運営を行い、適正な収入の確保と経費の縮減に努めること。

④施設が最大限有効活用されるよう利用促進に努めるとともに、利用者の意見を管理運
営に反映させ、利用者の満足度を高めていくこと。

⑤利用者の安全に配慮し、事故防止に努めること。
⑥教育委員会と密接に連携を図りながら管理運営を行うとともに、市の施策に対し積極
的に協力するよう努めること。

２ 指定管理業務の範囲

本業務においては、指定管理者が以下に示す業務を行うことを指定管理業務の範囲とす

る。なお、詳細については「吉野川市民プラザ（吉野川市アリーナ、吉野川市民センター

に供する業務等）及び吉野川市多目的グラウンド業務仕様書」に示す。

（１）指定管理者の必須業務

①施設の運営に関する業務
ア．利用調整、受付及び案内に関する業務

イ．利用承認、変更・取消・不承認等に係る業務

ウ．利用料金の徴収等に関する業務

エ．利用料金の減免及び還付に関する業務

オ．利用者の支援業務

カ．用具等の貸出業務

キ．広報業務

ク．総合型地域スポーツクラブとの共催事業の実施

ケ．市からの受託事業

コ．関係機関等の連携、協力

※吉野川市民プラザ内にある「吉野川市立鴨島図書館」「吉野川市コワーキング
・シェアオフィス」「子育て支援センター」屋外に隣接する「吉野川市ポケッ

トパーク」及び行政財産目的外使用の許可を受けた団体の運営は本募集要項に

含まない。
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②施設の維持管理に関する業務
【吉野川市民プラザ】

ア．建築物保守管理業務

イ．建築設備等保守管理業務

ウ．環境衛生管理業務

エ．清掃業務

オ．外構、植栽、駐車場及びその他屋外部分の管理業務

カ．保安警備業務

キ．修繕業務

ク．記録等管理業務（点検記録等の保存・整理）

※吉野川市民プラザ屋外に隣接する「吉野川市ポケットパーク」の維持管理は
本募集要項に含まない。

【吉野川多目的グラウンド】

ア．保守管理業務

イ．清掃業務

ウ．外構、植栽、駐車場及びその他施設の管理業務

エ．保安警備業務

オ．修繕業務

カ．記録等管理業務（点検記録等の保存・整理）

③その他業務
ア．事業計画書及び事業報告書の作成業務

イ．利用者意見・要望等の把握及び対応業務

ウ．安全管理業務

エ．備品管理業務

オ．指定期間終了時の引継業務

カ．その他市長が必要と認める業務

（２）自主事業の実施業務

本施設の効果的な運営に資することを目的に、指定管理者は、あらかじめ教育委員会

に内容を提案し、承認を得た上で、自らが企画する自主事業を実施するものとする。

ア．スポーツ推進及び健康増進等に関する講座等事業（受託事業以外）

イ．物販事業

ウ．事業実施のために必要な改修工事

エ．その他事業

（３）業務の留意事項

ア業務の全部を第三者に委託し又は請け負わせることはできない。なお、業務の

一部については、事前に教育委員会の承諾を受けた場合に限り、第三者に委託

することができる。

イ行政財産の目的外使用許可、不服申し立てに対する決定等、地方自治法に規定

する市長のみの権限に属する事務は、指定管理者が行う業務から除く。

ウ本施設の管理運営に関し、ネーミングライツなど、指定管理者制度とは別の

取扱いを定める場合がある。
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（４）関係法令等の遵守

本施設の指定管理業務を行うに当たっては、次の関係法令等を遵守すること。

ア地方自治法ほか行政関連法規

イ労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関連法規

ウ吉野川市民プラザ条例

エ吉野川市アリーナ及び吉野川市民センター管理運営規則

オ吉野川市個人情報保護条例

カ吉野川市個人情報保護条例施行規則

キ吉野川市情報公開条例

ク吉野川市情報公開条例施行規則

ケ吉野川市行政手続条例

コ吉野川市行政手続条例施行規則

サ障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

シその他当該施設を管理運営するための業務に関連する全ての法令等

（５）吉野川市民プラザ内の一部施設を管理運営している団体との連携

吉野川市民プラザ内の一部施設を管理運営している団体「吉野川市立鴨島図書館」「吉

野川市コワーキング・シェアオフィス」「子育て支援センター」「吉野川市ポケットパ

ーク」や行政財産目的外使用の許可を受けた団体と連携を図り、本施設の設置目的を最

大限に発揮できるように管理運営を行うこと。

（６）指定期間前の事前準備業務等

指定管理者は、業務が円滑かつ適正に始められるよう、指定期間の開始前に教育委員

会との協議を十分行うこと。

第４ 指定管理業務に必要な経費等

１ 指定管理料

（１）算出方法

① ④ ②指定管理料は、施設の維持管理運営に要する費用から施設運営収入を減して提

案された金額を基本とし、年度協定書により定めた額とする。

※ ① ④ ②指定管理料＝維持管理運営費－施設運営収入

※丸数字は、指定管理者の収入と支出一覧（別表１）における該当箇所を示す。
※指定管理料には、指定管理者が実施する施設にかかる修繕に要する経費として、
３００千円（消費税を含む。）及び総合型地域スポーツクラブとの共催事業実施費

として１，０００千円（消費税を含む。）が含まれる。この修繕費及び共催事業実

施費については、他の支出項目に充てることができない。
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（２）上限額

指定管理料の上限額は、次のとおりとする。（金額は税込み。諸経費含む。）上限額

を超えて提案を行った場合は、失格となる。

年額８３，８２７，０００円

（３）消費税率の取扱い

消費税率については、１０％を見込むものとするが、消費税率の変更等あった場合は、

別途協議することとする。

（４）指定管理料の支払い

指定管理料の支払時期や支払方法は、毎年度の業務を開始するまでに教育委員会と指

定管理者とが協議し、年度協定書に定める。

（５）指定管理料等の精算

本業務を適正に遂行した上で、指定管理者の経営努力によって生じた剰余金について

は、原則として、指定管理料に含まれる修繕に要する経費（修繕費）３００千円（消費

税を含む。）及び総合型地域スポーツクラブとの共催事業実施費１，０００千円（消費

税を含む。）や提案された備品購入費を除き精算による返還を求めない。また、本業務

に要した管理運営経費に対して、指定管理料が不足した場合も、特別な事由がない限り

は、補填は行わない。

ただし、想定の範囲内を超える原材料費の高騰や災害等による大規模な損害等が発生

した場合は、協議の上対応を決定するものとする。また、利用者等に応じて変動する

光熱水費などの実費負担、催物などの実施回数が協定回数を下回った場合、協定時に見

込まれていない特段の事情が生じた場合など、当初の協定金額どおり支払うことが合理

的でない場合については、精算による返還を求める場合がある。

２ 施設運営収入

（１）利用料金収入

地方自治法第２４４条の２第８項及び条例第１９条第１項第４号に定める「利用料金

制」を採用し、本施設の利用料金は指定管理者の収入とする。

①利用料金の額
利用料金の額は、吉野川市民プラザ条例（以下「条例」という。）別表第１から別

表第２に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定め

る「承認料金制」を採用する。よって、吉野川市民プラザの管理運営に当たっては、

市場ニーズを踏まえた合理的な料金設定を行い、利用を促進し、収入の確保を図るよ

う努めるものとする。ただし、料金設定を含む管理運営の基本姿勢として、社会全体

の利益、住民の福祉向上等公共の福祉が優先のため、営利の追求に偏ることがないよ

う留意すること。

②利用料金の収入年度
利用料金の収入年度は、使用日の属する年度の収入とし、令和５年４月１日から令
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和８年３月３１日までの使用日分が指定管理者の収入となる。よって、施設区分別に

年度で区別できるよう、帳簿等を作成し、適正な管理及び処理を行うものとする。(指

定期間が終了したとき、令和８年４月１日以降の使用日の属する年度より前の年度に

収納した利用料金については、教育委員会が指定する者（次の指定管理者等）に引き

継ぐものとする。

③利用料金の減額又は免除
指定管理者は、条例第１３条の規定に基づき、利用料金の減額又は免除を行うこと

ができるものとする。

④利用料金の還付
指定管理者は、既納の利用料金を還付しないものとする。ただし、条例第１４条の

規定に該当する場合には、その全部又は一部を還付することができるものとする。

（２）自主事業収入

「第3 ２指定管理業務の範囲」に記載のとおり、指定管理者は教育委員会の承認を

得て自主事業を実施することができ、この事業実施に伴う収入は、指定管理者の収入と

することができる。ただし、自主事業に係る収入・経費等は「第3 ２（１）指定管理

者の必須業務」と区分し、経理を行うものとする。

３ 施設の管理運営に要する費用

（１）指定管理者が負担する経費

指定管理者が行わなければならない管理運営業務に伴う人件費（職員の給与・賃金・

社会保険料等の費用）、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、通信運搬費、保険

料、警備業務や清掃業務の委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、共催事業費その他

の経費が含まれる。

（２）光熱水費の取り扱い

吉野川市民プラザにおける光熱水費は、施設内にある事務所毎に分別できない構造と

なっているため、次の方法により算定された光熱水費を各事務所から市民プラザ指定管

理者に支払い、市民プラザ指定管理者が吉野川市民プラザ全体として一括して光熱水費

をそれぞれの事業所に支払うこととする。

①電気、水道代の算定
事業所から請求のあった電気、水道代から分別可能な負担額を除いた額を、延べ

床面積按分により負担額を算定する。

②その他の光熱水費
ガス代等のその他光熱水費については、各事務所の設備に関係がないため、市民

プラザ指定管理者が全額を事業所に支払うこととする。

③「吉野川市立鴨島図書館」「吉野川市コワーキング・シェアオフィス（Ki-Da）」
「子育て支援センター（ちびっこプラザ）」

①により負担額を算定する。
④行政財産の目的外使用許可を受けた団体

③と同様の方法により算定する
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４ 自主事業に係る費用

自主事業の実施に必要な費用は、指定管理者が施設等を利用する際に支払わなければな

らない料金、市に支払う行政財産（目的外）使用料等も含まれる。また、自主事業を実施

する場合の本施設の使用に係る利用料金については、自主事業から得られる収入及び指定

管理者の負担により支払うものとし、指定管理者の必須業務の利用料金収入に計上するも

のとする。

なお、自主事業に係る経費は原則として指定管理者の自己負担とし、指定管理料の中か

ら支出することはできないものとするが、指定管理者があらかじめ教育委員会に提案し、

教育委員会が「第３ ２業務の範囲」又はそれに準ずる者として実施を認めた事業につい

いては、経費を指定管理料の中から負担することができる。

指定管理者の収入と支出一覧（別表１）

種別業務の種類 収支科目 科目内容

①指定管理者の 指定管理料 ・指定管理料

②収入必須業務 施設運営収入・利用料金収入

・受託事業収入

③自主事業とし 自主事業収入・講座等事業収入（参加料等）

て行うことが ・物販事業収入

可能な業務 ・その他の収入

④指定管理者の 管理運営経費・人件費、事務費、管理費、光熱水費、

支出必須業務 業務委託費、保守管理費、修繕費、機器

リース料、共催事業費、租税公課等

⑤自主事業とし 自主事業に係・施設を専用使用する場合の利用料金

て行うことが る費用 ・自主事業を実施するための経費（人件

可能な業務 費、光熱水費、商品仕入など）

５ 経理と管理口座

経理と管理口座については、以下のとおり管理するものとする。

①会計の独立
指定管理者としての会計は、指定管理者となった法人その他の団体それ自体の

会計とは分離、独立させること。また、指定管理者の必須業務、自主事業につい

ても、それぞれ独立して管理するものとする。

②口座の独立
指定管理者の必須業務に関する経費及び収入は、指定管理者の必須業務以外の

業務に係るものと区分して経理し、現金は金融機関に専用の口座を設けて管理す

るものとする。

第５ 指定期間

令和５年４月１日から令和８年３月３１日までの３年間


















